
教育委員会定例会日程 

平成２６年７月１７日 

１ 開 会 

２ 前回会議録の承認 

３ 会議録署名委員の決定

４ 報告事項

（１）市議会６月定例会の概要について   

（資料１ 教育部・文化部）

５ 議事 

 日程第１

  議案第１５号

   特別支援学級で使用する教科用図書の採択について     （教育指導課）

 日程第２

  議案第１６号

   小田原市社会教育委員の委嘱について           （生涯学習課）

 日程第３

  議案第１７号

   小田原市社会教育委員会議への諮問について        （生涯学習課）

 日程第４

  議案第１８号

   小田原市博物館構想策定委員会委員の委嘱について     （生涯学習課）

 日程第５

  議案第１９号

   小田原市塔ノ峰青少年の家条例を廃止する条例について【非公開】

（青少年課）

６ その他

７ 閉 会 
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平成２６年５月臨時会並びに６月定例会日程 

１ ５月臨時会予定 ［５月２７日（火）・１日間］

・ 告 示          ５月２０日（火） 

・ 議会運営委員会予定    ５月２０日（火）午前10時 

２ ６月定例会予定 ［６月５日（木）～２４日（火）・２０日間］ 

・ 告 示          ５月２９日（木） 

・ 議会運営委員会予定    ５月２９日（木）午前10時 

平 成 ２ ６ 年 ６ 月 定 例 会 日 程 

第  １日目 ６月 ５日 木 補正予算並びにその他議案一括上程・提案説明  

第  ２日目 ６月 ６日 金 

（休 会） 

議案関連質問通告締切 正午 

一般質問通告締切      午後３時 

第  ３日目 ６月 ７日 （土） （休 会） 

第 ４日目 ６月 ８日 （日） （休 会）  

第  ５日目 ６月 ９日 月 （休 会） 

第  ６日目 ６月１０日 火 （休 会）  

第  ７日目 ６月１１日 水 質疑、各常任委員会付託、請願・陳情付託  

第  ８日目 ６月１２日 木  建設経済常任委員会  

第 ９日目 ６月１３日 金 厚生文教常任委員会  

第１０日目 ６月１４日 （土）

第１１日目 ６月１５日 （日）

第１２日目 ６月１６日 月 総務常任委員会  

第１３日目 ６月１７日 火 （休 会） ⑰ 

第１４日目 ６月１８日 水 
（休 会）                 競輪

（委員長報告書検討日）

第１５日目 ６月１９日 木 

各常任委員長審査報告、採決 

請願・陳情審査結果報告、採決 

一般質問 

⑲ 

第１６日目 ６月２０日 金 一般質問 

第１７日目 ６月２１日 （土） （休 会）                  

第１８日目 ６月２２日 （日） （休 会）  

第 １９日目 ６月２３日 月 一般質問  

第 ２０日目 ６月２４日 火 一般質問  

資料 １ 
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 質問順 ４   １９番  奥山孝二郎 

２  議案第７８号  小田原市奨学基金条例の一部を改正する条例について 

（１）基金の活用について 

議

員

項

目

答

弁
質 問 要 旨 答 弁 要 旨 

奥

山

孝

二

郎

議

案

第

７

８

号

小

田

原

市

奨

学

金

条

例

の

一

部

を

改

正

す

る

に

つ

い

て

市

長

小田原市奨学基金の

創設の経緯について

伺う。 

小田原市奨学基金は、平成４年度末、小田原育英会が解散する際にその資

金を引き継ぎ、小田原市奨学基金として創設したものである。 

市

長

小田原市奨学基金の

取り崩し状況につい

て伺う。 

平成４年度末に引き継いだ基金の額は、３９，４８７，６０４円である。 

平成２３年度から、新たな制度として基金の取り崩しを始め、平成２５年

度末現在での基金残高は、３７，６９７，８４３円となっている。 

なお、この間、３件、５４５，０００円の寄付を受け入れており、取り崩

し金額は、２，３３４，７６１円である 

部

長

奨学生の募集人数と

支給金額について伺

う。 

予算上は１００人、総額３,０００,０００円を計上しており、一人当たり

の支給金額は、年額３０，０００円である。 

部

長

本市の奨学金年額３

０，０００円の根拠

と増額の予定につい

て伺う。 

奨学金の根拠は、文部科学省が実施した平成２０年度子どもの学習費調査

において、教科書費・図書費・学用品費の合計が公立高校（全日制）では、

３８，０５６円、私立高校（全日制）では３７，８５０円であったことか

ら、これを参考に、年額３０，０００円としている。 

また、現在増額の予定はない。 

部

長

奨学基金増資のため

のＰＲはしているの

か。 

奨学金制度については、広報紙やホームページへの掲載のほか、市立中学

校や近隣の主な高等学校に案内をするなどＰＲをしているが、奨学基金増資

についてのＰＲは特にしていない。 

※ 議案関連質問（教育部） 
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 質問順 ４   １９番  奥山孝二郎 

１ 議案第６８号 平成２６年度小田原市一般会計補正予算のうち、（款）１０教育費（項）５社会教育費

（１）（目）３文化財保護費 清閑亭保存整備活用事業費について

（２）（目）５図書館費 小田原文学館整備活用事業費について

（３）（目）６郷土文化館費 松永記念館整備活用事業費について

議

員

項

目

答

弁
質 問 要 旨 答 弁 要 旨 

奥

山

孝

二

郎

議
案
第
６
８
号

平
成
２
６
年
度
小
田
原
市
一
般
会
計
補
正
予
算
（
款
）
１
０
教
育
費
（
項
）
５
社
会
教
育
費

市

長

当初予算ではなく、補

正予算で計上した理由

は何か。 

これらの事業（清閑亭保存整備活用事業、小田原文学館整備活用事業及び松永

記念館整備活用事業）は、国による「小田原市歴史的風致維持向上計画」の認定

を踏まえ、社会資本整備総合交付金を活用して実施しているものである。

本計画事業については、平成２３年度から実施しているが、年度により交付率

が変動しているため、当初予算には計上せず、今回、３月末の内示を踏まえて補

正予算で計上させていただいたものである。

部

長

「歴史的風致維持向上

計画」に位置づけられ

た建造物のうち、なぜ、

清閑亭、小田原文学館、

松永記念館の３館を選

定し事業を行っている

のか。

歴史的風致維持向上計画では、重点区域における歴史的風致の維持及び向上を

図る上で必要かつ重要なものを歴史的風致形成建造物としており、現在は、清閑

亭、小田原文学館、松永記念館を指定している。

これらの建造物の積極的な公開、活用を図るため、必要な整備を行っているも

のである。

市

長

それぞれの事業内容と

目的、工期について問

う。

清閑亭については、継続した活用事業を行うため、東棟の構造補強や壁の改修

等を行い、工期は７か月を予定している。

小田原文学館については、今後の整備に向けて施工方法の提案を受けるため

に、本館及び管理棟の建物構造等の調査を行うとともに、白秋童謡館の構造調査

及び耐震診断を行う。業務期間は、５か月を予定している。

松永記念館については、その有効活用に向けて、平成２５年度に行った実施設

計に基づき、本館の外壁や展示ケース及び収蔵庫等の改修を行うものであり、工

期は５か月を予定している。

部

長

３館の来館者数の推移

はどうなっているか。

清閑亭については、平成２３年度が１万５，９６９人、２４年度が２万７７７

人、２５年度は２万２，３２４人と、年々増加している。

小田原文学館については、平成２３年度が９，１２１人、２４年度が

９，５７８人、２５年度は８，０６８人と、気候や桜の開花などの要因により増

減はあるが、ほぼ８千人から９千人で推移している。

松永記念館については、平成２３年度が２万１，９０１人、２４年度が２万

２，３８８人、２５年度は２万２，９０５人と、微増傾向で推移している。

※ 議案関連質問（文化部）
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厚生文教常任委員会提出事項（教育部・文化部）

平成２６年 ６ 月１３日開催

１ 議 題

（１）議案第６８号 平成２６年度小田原市一般会計補正予算（所管事項）

（２）議案第７８号 小田原市奨学基金条例の一部を改正する条例 

（３）陳情第６４号 少人数学級の推進などの定数改善と義務教育費国庫負担制

         度２分の１復元をはかるための、2015 年度政府予算に係る

         意見書採択についての陳情書

２ 所管事務調査 

 （１）報告事項 

   ・ 市立中学校生徒の検挙事案発生について（追加）
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少人数学級の推進などの定数改善と義務教育費国庫負担制度２分の１復元をはかるための、2015

年度政府予算に係る意見書採択についての陳情書 

【陳情趣旨】 

35人以下学級について、小学校１年生、２年生と続いてきた35人以下学級の拡充が予算措置され

ていません。日本は、OECD諸国に比べて、１学級当たりの児童生徒数や教員１人当たりの児童生徒

数が多くなっています。一人ひとりの子どもに丁寧な対応を行うためには、ひとクラスの学級規模

を引き下げる必要があります。 

社会状況等の変化により学校は、一人ひとりの子どもに対するきめ細かな対応が必要となってい

ます。また、新しい学習指導要領により、授業時数や指導内容が増加しています。日本語指導など

を必要とする子どもたちや障がいのある子どもたちへの対応等も課題となっています。いじめ、不

登校など生徒指導の課題もあります。こうしたことの解決にむけて、少人数学級の推進などの計画

的定数改善が必要です。 

いくつかの自治体においては、厳しい財政状況の中、独自財源による30人～35人以下学級が行わ

れています。このことは、自治体の判断として少人数学級の必要性を認識していることの現れであ

り、国の施策として財源保障すべき必要があります。また、文部科学省が実施した「今後の学級編

制及び教職員定数に関する国民からの意見募集」では、約６割が「小中高校の望ましい学級規模」

として、26人～30人を挙げています。国民も30人以下学級を望んでいることは明らかです。 

三位一体改革により、義務教育費国庫負担制度の負担割合が２分の１から３分の１に引き下げら

れました。その結果、自治体財政が圧迫され非正規教職員も増えています。子どもたちが全国どこ

に住んでいても、一定水準の教育を受けられることが憲法上の要請です。 

子どもの学ぶ意欲・主体的なとりくみを引き出す教育の役割は重要であり、そのための条件整備

が不可欠です。こうした観点から、2015年度政府予算編成において下記事項が実現されるよう、地

方自治法第99条の規定に基づき国の関係機関への意見書提出を請願いたします。 

【陳情項目】 

１.少人数学級を推進するなど計画的な教職員定数改善を行うこと。具体的学級規模は、OECD 

諸国並みのゆたかな教育環境を整備するため、30人以下学級とすること。当面、35人以下学級

を早期完結すること。 

２.教育の機会均等と水準の維持向上をはかるため、義務教育費国庫負担制度の負担割合を２分

の１に復元すること。 

平成26年５月16日 

小田原市議会議長 

井原 義雄 様 

提出者 

小田原市扇町5-17-12 

西湘地区教職員組合 

執行委員長 清水 隆男 ○印
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 質問順 １   ３ 番  大川 裕  

２（１）学校給食におけるアレルギー対策について 

 質問順 ２   ９ 番  楊 隆子  

２ 学校給食アレルギー対策について 

（１）学校給食アレルギー事故を起こさない仕組みづくりについて 

（２）緊急時対応できる対策について 

 質問順 ５  １６番  安藤孝雄  

１ 給食費の公会計化について 

（１）全国的な傾向と県内他市町の動向について 

（２）小田原市における給食費の会計処理等の現状と課題について 

（３）導入しない市の理由は何か 

２ 放課後児童クラブの拡充について 

（３）一方で、放課後子ども教室の拡充をどう考えているか 

３ 図書館、学校図書館の充実と読書活動の推進について 

（１）各図書館の蔵書等の実情と利用状況について 

（２）学校司書の配置状況と拡充に向けて 

（３）本に親しむための取組の推進について 

 質問順 ６   ７ 番  鈴木敦子  

１ 小田原市における地域一体型教育について 

（１）学校支援地域本部事業について 

（２）学校評議員制度について 

（３）コミュニティ・スクールについて 

 質問順１２  ２３番  加藤仁司  

２（１）公立小・中学校における学期制の見直しについて 

 質問順１３  １１番  小澤峯雄  

２ 本市不登校対策について 

（１）小中学校における現状と対策について 

 質問順１４  １２番  神永四郎  

２ 放課後子ども教室について 

（１）実施校（片浦小学校）の成果と課題について 

（２）実施校の拡大に向けて 

（３）放課後児童クラブとの連携に向けて 

※ 一般質問（教育部・文化部） 
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議

員

項

目

答

弁
質 問 要 旨 答 弁 要 旨 

大

川

裕

学

校

給

食

に

お

け

る

ア

レ

ル

ギ

｜

対

策

に

つ

い

て

教

育

長

食物アレルギーを持つ

児童・生徒の人数と対

応状況について問う。

食物アレルギーをもつ児童・生徒数は、６月１日現在で５６８人である。

食物アレルギーをもつ児童・生徒については、就学前児童健康診断における保

健調査票での確認や医師の診断、家庭との連絡等により、原因や症状について

個々に現状把握を行っている。

入学後においても、年に一度は学校と保護者と保健調査票を確認しながら、現

状の把握を行っている。

また、こうした情報を基に、各校で学校生活管理指導表を作成し、養護教諭や

学校栄養士を中心に学校生活における健康管理を行っている。

教

育

長

平成２０年に国から示

された「学校のアレル

ギー疾患に対する取り

組みガイドライン」に

基づいた小田原市とし

ての対応について問

う。

本市では、ガイドラインを基に、学校医、校長、養護教諭や栄養士の各代表、

教育委員会の職員で検討委員会を設置し、協議を重ね、平成２１年度に「小田原

市における食物アレルギー学校対応マニュアル」を作成した。

現在、このマニュアルに沿って児童・生徒の食物アレルギーの症状を把握し、

事故防止のため、保護者や主治医との連携を図っている。

マニュアルに基づく保護者からの調査票や主治医意見書では、病状や治療方法

だけでなく、給食や学校生活上の留意点についても細かく指示されているため、

学校現場ではこの指示に従い、食物アレルギーを持つ児童・生徒の対応を行って

いる。

教

育

長

食物アレルギーを持つ

児童生徒への給食提供

現場での対応について

問う。

単独調理校では、各家庭に配布される献立表のほかに、食材の詳細が書かれた

概況表を対象者に渡し、保護者、栄養士等とで連絡を取り合い、申請により、原

因食材を除いた除去食で対応するか、代替食対応にするか、などの対応を決めて

いる。

その上で保護者、校長、学級担任、養護教諭、栄養士、調理員が共通認識をも

ち、誤食のないよう細心の注意を払っている。

共同調理場では、大量の食数を調理しているため、アレルギー対象の食材が混

入する可能性が否定できないこと、直接児童生徒に給食を手渡すことができない

ことから、誤食を防止するため、現在のところ除去食等の対応はしていない。

アレルギー対象の食材が給食で提供される場合、家からお弁当を持ってくる

等、マニュアルに沿った対応を行い事故防止に努めている。

子どもにとって、給食は食物を摂取するだけでなく仲間との楽しい時間である

ため、献立を工夫するなどして、なるべくほかの子と同じ給食を、一品でも食べ

られるようにしていきたいと考えている。

部

長

学校における食物アレ

ルギー対応委員会設置

状況と職員の研修状況

について問う。

児童生徒の食物アレルギー症状へ対応するための話し合いは、全小中学校にお

いて、食物アレルギー対応委員会あるいは学校保健委員会等で行われ、関係者全

員が情報共有できるような体制をとっている。

食物アレルギーに関する研修の実施状況については、昨年度、アレルギー専門

医による講演とエピペントレーナーを使用した実技講習を、学校職員と保護者を

対象に行った。また、同様の研修会を市内小中学校３６校のうち、エピペンを所

持する児童生徒のいる学校を中心に１１校で行い、今年度は全小中学校で開催す

るよう、推進を図っている。

また、研修を通じて、救急車を要請するタイミングなどの適切な判断ができる

ように努め、常に救急隊や医療機関とも連携し、いざという時に学校職員が迅速

かつ適切な対応ができる体制をとっている。

部

長

市内ではどの学校がア

レルギー対応できてい

るのか問う。

給食提供現場においては、事故の防止が最重要と考えており、誤った除去食等

の提供は、適正な栄養摂取ができないほか、アレルギー症状を引き起こすことも

否定できないことから、その提供にあたって保護者、医師等と連携を取りながら

慎重に取り扱う必要がある。

どこの学校でできている、できていないということを一概に申し上げることは

できない。

しかしながら、アレルギーの原因物質は様々で、子どもによって症状の重さや

除去品目数などが異なるため、すべてのケースで同じように対応することは難し

いが、児童生徒のアレルギーの実態、学校・調理施設の状況により、可能な限り

の対応をしている。

※ 一般質問（教育部）
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楊

隆

子

学

校

給

食

ア

レ

ル

ギ

｜

対

策

に

つ

い

て

教

育

長

食物アレルギーを持つ

児童生徒の数、今まで

のどのような事例があ

ったのか、エピペンを

所持する人数を伺いた

い。

食物アレルギーを持つ児童生徒の人数は６月１日現在で５６８人、そのうちエ

ピペンを所持している児童生徒の人数は２５人である。

アレルギー症例は、発症原因や要素がケースバイケースで、確実に把握するの

は難しいが、学校給食が原因と想定される事例は昨年度２件報告されている。

１件は、アレルギー対象の食材ではあるが、今まで特に問題がなかったためそ

のまま食べて、その後激しい運動をした際にアレルギー症状を発症したケース

と、もう１件は、アレルギー食材は通常自分で除去しているが、関連物質入りの

食品をこの時初めて食べた後、発症したケースである。

いずれも、日頃から保護者との連携が取れており、校長、担任、養護教諭、栄

養士の間でアレルギー症状発症の際の迅速な対応について共通認識できていた

ため、急な発症にも対応できていた。

教

育

長

学校安全管理として、

食物アレルギー事故の

位置づけについて、本

市の考えを問う。

食物アレルギー事故は、学校安全管理の中で重要項目として位置付けており、

国のガイドラインに基づき作成した「小田原市における食物アレルギー学校対応

マニュアル」に沿って、各学校でアレルギー対応の体制整備を図るとともに、事

故の発生予防をすることを重点的に取り組んでいる。

しかし、平成２５年度の文部科学省の実態調査によると、食物アレルギーを持

つ児童生徒の増加が報告されており、本市も同様な傾向であることから、今後事

故予防をしていても、アレルギー症状が初発であるなど、学校での事故は起きう

るものであるという共通認識を持つことが重要であると考える。

さらに、事故が起きた場合、生命に関わる重篤な状態を回避し、児童生徒の命

を守るため、全職員が食物アレルギーの知識を持ちエピペンの使用習得などを目

的とした研修を開催することが必要と考える。

教

育

長

アレルギー対応に関す

る情報の把握と共有に

ついて、どのように行

われているか、問う。

アレルギー疾患をもつ児童については、就学前児童健康診断時に保健調査票で

の把握を行い、食物アレルギーについて記載のある場合は、健康診断の面接の中

で原因食物、主治医の指示の状況確認を行い、就学後も毎年、年度当初に保健調

査票の確認を行っている。

これをもとに各学校において、マニュアルに定められている「食物アレルギー

に関する調査票」を保護者に記入してもらい、養護教諭や学校栄養士が面接を行

い、「食物アレルギーを持つ児童生徒の保護者との面談調査票」を記録すること

で、保護者との連携を十分図り、個々の現状把握を行っている。

この結果、学校給食において対応が必要な場合は、食物アレルギーによるアナ

フィラキシーショック等に関する診断書を提出していただいている。これらの情

報は、保健調査票と合わせて学校で管理を行っており、緊急時の対応が必要な場

合、迅速かつ適切な対応が出来るよう努めている。

教

育

長

学校給食の提供にあた

り、事故防止のための

対応を伺いたい。

単独調理校では、使用する食材の明細を記載した献立概況表により、原因食材

を除いた除去食や代替食などの対応食を保護者にチェックしていただき、その結

果を栄養士が確認し、保護者と連絡を取りながら、漏れがないようにしている。

また、対応食の出来上がり時は、児童・生徒別に配慮すべき事項を栄養士と調

理員が確認し、アレルゲンや氏名・クラス等を明記した食札をつけ、学級担任ま

たは児童・生徒に内容を確認して直接手渡すなどの対応をしている。

さらに、管理職や学級担任、栄養士等職員は、児童・生徒が自分の対応食を食

べているか、教室でも確認しており、誤食による事故が起きないよう、何段階も

のチェック体制をとっている。

共同調理場では、誤食防止の対策が充分にできていないことから、現在のとこ

ろ除去食等の対応はしていない。
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楊

隆

子

学

校

給

食

ア

レ

ル

ギ

｜

対

策

に

つ

い

て

教

育

長

この１年間にエピペン

の実施練習へ参加した

のは教員何人中何人だ

ったのか、問う。

本市の小中学校の教員は、昨年度は非常勤職員を含め約１１００人である。

学校医や校長、養護教諭、栄養士等で構成する学校保健会において、昨年１１

月にアレルギー科医師をお招きし、食物アレルギーの基礎知識の講演とエピペン

実技研修を行ったが、ここに教員は４８人参加した。

また、同様の研修を市内の小中学校３６校のうち、エピペンを所持する児童生

徒のいる学校を中心に１１校で実施し、教員２２６人が参加した。

教

育

長

緊急時を想定した実践

的な研修体制の構築に

ついて問う。

生命に関わる重篤な状態を回避し、児童生徒の命を守るため、今後も引き続き

全職員が食物アレルギーの知識を持ち、エピペンの使用習得を目的とする緊急時

を想定した研修を開催することが必要であると考える。

こうした中で、学校保健会においては、昨年度より食物アレルギーへの対応を

重点課題として掲げ、市全体としてエピペンの実施練習等の研修会を実施しなが

ら、各校においても同様な研修が、全校で実施されるよう、研修体制の構築に努

めている。

教

育

長

事故防止のための献立

作り、「豆乳入り野菜

スープ」「チーズ入り

チジミ」など食材がわ

かる表示、太字にして

見やすくしたらどうか

学校現場に周知し、参考にさせていただきたい。
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安

藤

孝

雄

給

食

費

の

公

会

計

化

に

つ

い

て

教

育

長

全国的な傾向と県内他

市町村の動向、導入後

の効果について問う。

まず、学校給食費の公会計化の全国的な動向については、文部科学省が毎年行

っている抽出調査によると、公会計化しているのは、小中学校合わせて平成２３

年度は２８．４％、平成２４年度は３０．９％と全国的には若干増加傾向である。

次に、県内自治体で現在公会計化しているのは、横浜市、厚木市、海老名市、

開成町の４自治体で１２％となっており、藤沢市で平成２８年度の公会計化に向

けて動きがあると聞いている。

導入した自治体によると、メリットは、金銭の流れの一層の透明化が図られた

こと、デメリットは、収納率の低下、会計システム構築と維持費の費用負担の増

加であると伺っている。

学校現場では、教職員による集金等の負担は軽減されたが、給食提供現場の関

わりが必要となるため、教職員の事務負担軽減の効果は少なく、保護者からは、

公会計化に対する意見は特に出ていないと伺っている。

教

育

長

小田原市における給食

費の会計処理等の現状

と課題について伺う。

現在、学校給食は、学校長・幼稚園長、ＰＴＡ代表者、教育委員会職員で組織さ

れる「小田原市学校給食会」が主体となって運営し、事務局である保健給食課で

会計処理を行っている。

給食費は、各学校ごとに集金して小田原市学校給食会へ納入し、各調理場の食材

の注文を学校給食会が取りまとめ、一括で発注・支出をしており、学校長・ＰＴ

Ａ代表の監査を経て、学校給食会の総会において決算の認定をしていただいてい

る。

課題として一般的に挙げられるのは、会計処理の透明性確保、未納者対策等であ

る。

教

育

長

学校給食費の収納率と

その推移について伺

う。

学校給食費の収納率については、小中学校合わせて平成２３年度は９９．８

０％、平成２４年度は９９．８９％、平成２５年度は９９．９１％である。

未納金額は、平成２３年度は約１３７万円、平成２４年度は約７６万円、平成２

５年度は約６０万円と減少傾向にある。

本市では、平成２４年度から、生活保護費や就学援助費を受給している保護者

が滞納した場合は、扶助費や援助費が直接学校口座に振り込まれる制度や、保護

者の申し出により児童手当から給食費を徴収する制度を設けていることも、未納

額が減少した理由の一つと考えている。

教

育

長

公会計を導入しない市

の理由について伺う。

金銭の流れの一層の透明化を図るためには、公会計化は有効であると認識して

いるが、導入した自治体では、収納率の低下やシステム構築や維持費に費用がか

かるなどの課題も指摘されている。

現在の集金方法は、教職員や保護者の方々にご苦労をおかけしていることは承

知しているが、そのご協力によって、小学校で９９．９６％、中学校で９９．８

３％と、県内でも高い収納率が維持できているものと考えている。

公会計の導入については、費用や効果、課題など、メリット・デメリットを検

討していくとともに、すでに導入している自治体の例を参考にして判断していき

たい。
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安

藤

孝

雄

放

課

後

子

ど

も

教

室

の

拡

充

に

つ

い

て

教

育

長

放課後子ども教室の拡

充について伺う、

現在、片浦小学校で実施している放課後子ども教室については、同校が小規模

特認校としてスタートする際の特色の一つとして取り組んだものであることか

ら、片浦小学校の実施日数や運営形態などをそのまま他の地域で取り入れること

は考えていない。

しかしながら、放課後子ども教室は、子どもの居場所づくりを進める上で有効

なツールであることから、教育委員会としては、地域の環境が整ったところから

広げてまいりたいと考えている。

具体的には、平成２７年度にモデル校を設定し、学校、地域と連携を図りなが

ら、よりよい放課後子ども教室のあり方について研究してまいりたい。

図

書

館

・

学

校

図

書

館

の

充

実

と

読

書

活

動

の

推

進

に

つ

い

て

教

育

長

学校図書館の図書購入

の予算額とその推移に

ついて伺う。

平成２６年度の学校図書館の図書購入にかかる予算額は、小学校２５校分とし

て１，０８１万円、中学校１１校分として８８３万８千円、小・中学校の合計額

は、１，９６４万８千円である。

これらは、学校からの要望を勘案して予算措置したものであり、過去５年間、

ほぼ同額となっている。

教

育

長

学校図書館における蔵

書の整備状況につい

て、前年度までの蔵書

数、新規に購入した図

書数についてのここ数

年の状況について伺

う。

平成２５年度の蔵書数は、市全体で、小学校が２３５,１２１冊、中学校が１５

１,０５５冊となっており、平成５年文部省の示す学校図書館図書標準に対して

は、全校で１１０．８％となっている。

また、購入した図書数について、平成２３年度は、小学校が７,３２６冊・中学

校が５,０４３冊、合計１２,３６９冊、平成２４年度は、小学校が５,９７８冊・

中学校が４,５６３冊、合計１０,５４１冊、平成２５年度は、小学校が７,２３９

冊、中学校が４,３７７冊、合計１１,６１６冊となっている。

本の購入にあたっては、その時々の児童生徒の興味や学習内容等を考慮して選

定し、児童生徒にとって魅力ある学校図書館になるように取り組んでいるところ

である。

教

育

長

児童生徒が学校図書館

を利用する様子につい

て伺う。

現在、休み時間の学校図書館には、本の貸し出しや返却、読書のために訪れる

児童生徒の姿が多く見られる。

特に、学校司書や図書ボランティアがいる時間には、読書相談をしたり、本を

紹介してもらったりするために、利用者数が多くなっている。

また、授業の中で行われる調べ学習では、小学校では全ての教科領域に渡って、

中学校では主に総合的な学習の時間で、課題に対して適切な資料を選ぶために、

クラス単位や個別に利用しているという状況である。

教

育

長

学校司書の実際の配置

状況と業務内容につい

て伺う。

まず、配置状況についてであるが、学校司書は市内全校に配置しており、平成

２６年度は、１校につき、週２回、１日当たり６時間の勤務となっている。

業務内容は、学校図書館の蔵書管理、カウンター周辺業務への対応、児童生徒

への読書相談や学習支援等となっている。

教

育

長

市内小・中学校に学校

司書が配置されたこと

による成果と課題、お

よび今後どのように拡

充していくのか伺う。

学校司書が配置されたことによる成果としては、本棚の整理や配架の工夫、掲

示物や飾りつけの充実などの改善が見られ、学校図書館が子ども達にとって使い

やすく、親しみやすい場所になっていることがあげられる。

また、児童生徒の学習や読書意欲の向上はもとより、新規に購入する本の選定

時の専門的なアドバイスや、図書ボランティアに向けた読み聞かせの手法の提示

等が、児童生徒の読書活動を推進する上で、大変効果的であったと認識している。

学校司書の配置に合わせた授業での学校図書館の利用や、児童生徒が読書の相

談をする機会を設ける等、学校司書のより一層の活用を課題として捉えており、

活動内容や配置時間の拡充等についても検討してまいりたい。
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安

藤

孝

雄

図

書

館

・

学

校

図

書

館

の

充

実

と

読

書

活

動

の

推

進

に

つ

い

て

教

育

長

司書教諭が学校司書・

図書ボランティアの連

携をどのように図って

いくのか伺う。

各学校では、司書教諭や図書館担当職員が中心となって学校司書と図書ボラン

ティアの役割分担を決めて活動している。

具体的には、学校司書の勤務日に図書ボランティアの活動日を設定すること

で、配架の工夫や読み聞かせの本の選定等を協力して行っている学校や、学校司

書の勤務日以外に、図書ボランティアの協力を得ることにより、いつでも大人が

いて、生徒が安心して学校図書館を利用できる環境を作っている学校等がある。

今後も、各学校の取組を情報共有し、学校司書と図書ボランティアの連携を図

りながら、各学校の状況に合わせた、よりよい学校図書館の運営に取り組んでま

いりたい。

教

育

長

児童生徒が本に親しむ

ために、各校ではどの

ような取組を行ってい

るか伺う。

児童生徒が本に親しむため、日常的には、校内一斉による朝読書の実施や、学

校司書や図書ボランティアと連携した、図書の紹介や読み聞かせなどを行ってい

る。

また、読書週間には、「図書だより」特集号の発行や、おすすめ本の紹介、本

をたくさん読んだ児童生徒の表彰等、各校の創意工夫により、児童生徒が本に親

しむための様々な取組を行っている。

部

長

授業における調べ学習

での学校図書館利用

を、積極的に進めるこ

とも本に親しむ環境づ

くりと考えるが、教育

委員会の見解を伺う。

１６番安藤議員ご指摘のとおり、教育委員会としても、授業において、児童生

徒が、知りたいことや興味を持ったことについて、学校図書館で本を利用しなが

ら調べることは大切であると考えている。

自分の知りたいことが本から得られるといった経験をすることも、児童生徒が

本に親しむことにつながるものであり、今後とも調べ学習において積極的に学校

図書館の活用を進めてまいりたい。

鈴

木

敦

子

小

田

原

市

に

お

け

る

地

域

一

体

型

教

育

に

つ

い

て

教

育

長

学校支援地域本部事業

の主な取り組みと成果

について伺う。

学校支援地域本部事業は、学校が必要とする活動について地域の方々をボラン

ティアとして学校に派遣するもので、本市では平成２０年度より学校支援地域本

部を設置し、各校で行われてきたスクールボランティア活動をさらに発展させ、

組織的なものとすることで、より効果的な学校支援ができるよう取り組んでい

る。

スクールボランティアの活動の具体としては、図書ボランティアによる読み聞

かせや、安全ボランティアによる児童・生徒の登下校の見守り、学習ボランティ

アによる調理実習等の補助、野菜の栽培活動の指導など、各校の実態に応じて

様々な取り組みが行われている。

地域の大人が学校の教育活動に関わることで、子どもたちの多様な体験の機会

が増え、学習意欲やコミュニケーション能力の向上につながっていることや、学

校、家庭、地域が一体となって子どもを育てる環境が整えられてきていることが

成果として挙げられる。

教

育

長

スクールボランティ

ア・コーディネーター

の役割と育成につい

て伺う。

スクールボランティア・コーディネーターは、学校のニーズに応じた地域

の人材の発掘、ボランティアへの協力依頼、学校とボランティアとの調整等

が主な役割であり、スクールボランティア活動の推進に欠かせない存在であ

る。

スクールボランティア・コーディネーター同士が互いに高め合い、各校の

活動がよりよいものとなるよう、中学校区内のコーディネーターが集まり、

地域の人材について情報を共有したり、ボランティアの募集方法等について

情報交換したりする連絡会を開催している。

また、教育委員会が委嘱した２名のチーフコーディネーターによる相談会

の開催や学校訪問を中心とした相談活動により、各校のコーディネーターが

抱える課題を把握しその解決を図るとともに、必要な情報の提供を行い、コ

ーディネーターの支援に努めている。
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鈴

木

敦

子

小

田

原

市

に

お

け

る

地

域

一

体

型

教

育

に

つ

い

て

教

育

長

学校評議員制度の各校

の取組の様子について

伺う。

学校評議員制度は、学校が、保護者や地域の方々の信頼に応え、学校・家庭・

地域が一体となって子供たちの健やかな成長を育むための制度であり、学校評議

員の設置により、地域に開かれた学校づくりの一層の推進と、家庭や地域と連

携・協力した特色ある教育活動の展開が図られている。

各校では、年間を通して学習や行事を参観いただく機会を設けたり、学校評価

に関わっていただいたりすることで、学校の教育活動や児童・生徒の状況につい

てご理解いただくとともに、学校運営へのご協力が得られるよう取り組んでい

る。

本市の小・中学校では、学校評議員会を年２回から３回開催し、伺った意見を

学校運営に反映できるよう努めている。

教

育

長

学校評議員制度の市と

しての課題について伺

う。

先ほども答弁したとおり、各校では、様々な機会を捉えて、児童・生徒の学習

や生活の状況を実際にご覧いただき、具体的なご意見が伺えるよう工夫してお

り、地域や社会に開かれた学校づくりの推進に、一定の成果を得ているものと考

えている。

その上で、本制度の趣旨である「学校、家庭、地域との連携･協力」の一層の

推進に向けては、学校評議員の意見等に対する各校の取り組みや成果を、より広

く家庭や地域の方にご理解いただけるよう取り組んで行くことが課題であると

捉えている。

教

育

長

コミュニティ・スクー

ルの導入について教育

長の考えを伺う。

本市では、地域総ぐるみで子どもを見守り育てるという考えのもと、様々な体

験を通じた世代間交流やスクールボランティアによる学校の支援活動等により、

学校を中心とした地域全体が、子どもたちにとって安全に安心して過ごせる居場

所となるように取り組んでいる。

小田原市学校教育振興基本計画にもある地域一体教育を進める上で、コミュニ

ティ・スクールの仕組みも活用していきたいと考えている。

教

育

長

コミュニティ・スクー

ルの導入に向けた市の

準備状況について伺

う。

現在は、他市の取組状況について調査し、小田原市にふさわしいコミュニテ

ィ・スクールのあり方について研究を進めている。

今後は、学校、保護者、地域との調整を図った上で、モデル校の設置を含め、

検討を進めてまいりたい。

部

長

学校評議員制度の改善

をどのように考えてい

るか伺う。

学校評議員会については、学校運営の具体的な改善につながるものとなるよ

う、議題の精選や、会議の持ち方の工夫に努めてまいりたい。

また、評議員の意見に対する各校の取り組みや成果を、広く家庭や地域に伝え

ていくことで、評議員の活動がさらに活発になると考えており、今後も一層の周

知に努めてまいりたい。

部

長

本市では、幼保・小・

中一体教育を推進して

いるが、現状を伺う。

中学校区内の保育所、幼稚園、小中学校の教職員が、小学校や中学校の授業の

様子を参観したり、校種を超えた合同研修会を開催したりすることによって、よ

りよい連携のあり方を共通理解するようにしている。

また、教育研究所において、「幼保・小の連携に関する研究」を行い、保育所・

幼稚園から小学校への接続をスムーズに行うための具体的取り組みについて、先

進地区の情報を収集したり授業実践を行ったりしている。

その他に、地域の園や小中学校が合同で防災訓練を行ったり、小学生が園児に

読み聞かせをしたり、小学生と園児が共につくった土俵で相撲をとったり、中学

生が総合的な学習の時間に学習した成果を小学生に発表したりするなど、学校や

地域の実情に応じて取り組んでいる。
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加

藤

仁

司

公

立

小

・

中

学

校

に

お

け

る

学

期

制

の

見

直

し

に

つ

い

て

教

育

長

２学期制検討委員会に

おいて、保護者や児童

生徒及び教職員への調

査結果はどうであった

のか、伺う。

２学期制検討委員会では、平成２３年１月に、保護者や児童生徒及び全教職員

を対象とした実態調査を行った。

その結果、保護者に関しては、『長期休業前の教育相談や面談』について、有

効であると回答した割合が約９０％と高い評価が得られた。また、「２学期制が

定着し、学校も落ち着いている。」「ゆとりが生まれる。」などの意見がある一方、

「長期休業前に通知表が欲しい。」「風土に合わないのでは。」といった意見があ

った。

児童生徒に関しては、『教職員と関わる時間』について、十分関わることがで

きていると回答した小学生が７６．９％、中学生が７０．６％であった。また、

『日常の教育活動』について、「授業が分かる、楽しい」と感じている小学生が

９０．２％、中学生が７３．９％であった。

教職員に関しては、『２学期制の定着の度合い』について、定着していると感

じている小学校教員が９２．４％、中学校教員が６１．４％であった。また、「授

業時間数が確保できる。」「ゆとりを持って教育活動が進められる。」などの意見

がある一方、「進路指導の面で大変になった。」「社会や風土になじまない。」とい

った意見があった。

教

育

長

本市において、今後、

３学期制に戻す考えは

あるのか見解を伺う。

本市では、２学期制検討委員会において、アンケート調査の結果等を検証し、

今後も２学期制を継続し、今まで積み重ねてきた２学期制の良さを生かして、よ

りよい２学期制を実施していくとの方向性が示されたことから、教育委員会とし

て、現段階においては３学期制に戻すことは考えていない。

部

長

２学期制導入前に、

「３学期制のあり方」

について、アンケート

調査を実施したか、伺

う。

アンケート調査は行っていない。２学期制の実施については、授業時間数の確

保や教育活動の見直し等を行い、学校の活性化や教職員の意識改革を図ることが

ねらいで新しい試みであった。

２学期制導入前においては、アンケート調査を行うのではなく、研究実践校６

校による２年間の試行を検証した上で、導入したものである。

部

長

２学期制に移行してか

ら学力面についての変

化はあったか、伺う。

２学期制と３学期制を比較して、児童生徒の学力の変化をとらえることは難し

い。

しかしながら、２学期制移行後は、各学校において、２学期制に合ったカリキ

ュラムを編成し、長いスパンで学習指導や子どもの支援、評価を行うことができ

るようになった。

その結果として、先ほども答弁した通り、２学期制検討委員会のアンケート調

査から、「授業が分かる、楽しい」と感じている児童生徒の割合は高く、子ども

の学習意欲の向上が図られているものと認識している。

教

育

長

教育長就任後、教育委

員と２学期制の是非に

ついて議論したことが

あるか、伺う。

私が教育長に就任後、教育委員と、公式の議題として２学期制について議論し

たことはないが、話題の１つとはなっている。

今後、学期制も含めた様々な教育制度の見直し等の必要性が生じた場合には、

教育委員会において議論していく考えである。 

教

育

長

なぜ、中学校教職員の

２学期制への評価が低

かったのか、伺う。

私が 2 学期制の試行校の白山中学校の校長だった際に、3 学期制から 2 学期制

に移行する段階で、進路指導の部分が一番心配された。従来、2 学期の成績をも

って進路指導に使うが 2 学期制では 10 月の段階で前期の評定を出す。試行校で

は 2 学期の前期評定を出し、3 年だけを進路用として 12 月に 3 年の評定を出し

た。3 年生の職員が多忙となるといった面から中学校の教職員が 2 学期制に対し

て、今一歩ということだったかと思う。

ただ、通知表が 1 学期にほしいという保護者の声から、試行をやっていた時に

は夏休み前に学校として学習評価を全員に作成し、面談に使っていた。全教科の

教科相談日を夏休みに行っていた。

これにより、丁寧に細かい評価をしていた。私としては、単元評価をきちんと

子どもにすることが一番いいと思っている。きめ細かい評価が 2 学期制で問われ

ると思っている。
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加

藤

仁

司

公

立

小

・

中

学

校

に

お

け

る

学

期

制

の

見

直

し

に

つ

い

て

部

長

アンケートを行う場

合、３学期制と２学期

制どちらが望ましい

か、設問するべきかと

思うがいかがか。

何らかのかたちで、保護者・学校・児童生徒に意向を確認しながら制度設計を

していくことはその通りである。単に 3 学期制、2 学期制がいいかではなく、3
学期制にした時には休みがどうなるか、2 学期制ならばどうか、きちんと踏まえ、

それを示しながら聞いていく必要がある。そういった制度の時には、実践試行し

ていきたい。

小

澤

峯

雄

本

市

不

登

校

対

策

に

つ

い

て

教

育

長

市内小・中学校の不登

校者のうち、家庭環境

が原因となった不登校

者の割合はどのくらい

か、伺う。

平成２４年度神奈川県児童･生徒の問題行動等調査によると、市内小・中学校

の不登校者２１１名のうち、不登校となった原因が家庭環境であるとした割合

は、複数回答ではあるが小学校で約５１％、中学校で約１５％となっている。

この調査からは、家庭環境の問題が子どもたちに与える影響は、年齢が低いほ

ど大きいことが読み取れる。

教

育

長

不登校者に対し、教育

委員会で行っている取

組みについて伺う。

教育委員会では、関係機関と連携し不登校問題を解消するために「不登校対応

連携プロジェクト会議」を年３回実施し、学校の対応のみでは解決が難しいケー

スの改善に向けた検討を行っている。

また、各学校の登校支援に役立てるため、平成２５年度まで実施した「不登校

対策強化期間」で行った様々な取組みの成果を「登校支援リーフレット」にまと

め、今年４月に市内小中学校の全教員に配布した。

さらに、教育指導課の３名の教育相談員や不登校児童･生徒が通う教育相談指

導学級の２名の教育相談員が様々な相談に対し、電話相談や訪問相談を行うとと

もに、中学校７校には、不登校生徒訪問相談員を配置し、引きこもりがちの生徒

やその保護者を対象に、平成２５年度には７０４回の訪問相談を行っている。

教

育

長

不登校解消の支援とし

て様々な体験活動が有

効であると考えるが教

育委員会の見解を伺

う。

学校という場は、児童・生徒が集団生活を通し、様々な体験を積み重ね、自己

実現を図ったり、自己有用感を得たり、対人関係を築いたりしながら日々成長し

ていく場である。

不登校になっている児童・生徒は、家に居る時間が長く、このような体験が不

足しがちである。そのため教育相談指導学級では、田植えや稲刈り、つり教室な

どの体験教室を行っている。

また、小田原市内にあるフリースクールでも、年間を通し、農業体験を実施し

ていると聞いている。

１１番小澤議員の言われるとおり、不登校児童・生徒が様々な体験を積むこと

は、達成感とともに本人の自信につながり、不登校対策に大変有効であると考え

ている。

部

長

不登校に悩む家族が一

堂に会する場の提供

は、不登校の解消につ

ながると考えるが、今

後どのように考えてい

るのか伺う。

先ほど答弁した教育相談指導学級の体験教室は、不登校児童･生徒の家族も対

象としたものである。また、年間３回保護者懇談会を開催し、その際には親子ス

ポーツ教室や料理教室、子どもたちによる演奏発表会等、不登校に悩む家族が一

緒に活動できる機会も設けている。

教育委員会としては、保護者懇談会や体験活動を通して、不登校に悩む家族が

交流したり、親子が絆を深めたり、児童・生徒が自信を持つような経験を積むこ

とが、不登校解消への足がかりになると考えており、今後も親子や家族間の交流

を大切にした行事や体験活動を実施してまいりたい。
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神

永

四

郎

放

課

後

子

ど

も

教

室

に

つ

い

て

教

育

長

実施校（片浦小学校）

は、どのような視点で

継続されてきたのか、

また、その成果と課題

について伺う。

片浦小学校の放課後子ども教室は、小規模特認校の実施に伴い、放課後や週末

等の安全・安心な子どもの活動拠点を設け、様々な地域から来る子供たちの交流

の機会や片浦地域の方々との交流活動等の機会を提供することを目的に運営し

ている。

成果については、上級生が自主的に下級生の面倒を見たりするといった学年を

超えた関係の構築や地域ぐるみで子育てを支える意識の醸成が図られているこ

となどが挙げられる。

課題としては、高学年になるほど参加者が少なくなること、土曜日や夏休み期

間中の参加者が少ないこと、安全管理員などのスタッフの確保が難しいこと、部

屋の広さが十分でないことなどが挙げられる。

教

育

長

実施校の拡大に向けて

どのように考えている

か、伺う。

１６番安藤議員にも答弁したとおり、放課後子ども教室は、子どもの居場所づ

くりを進める上で有効なツールであることから、教育委員会としては、地域の環

境が整ったところから広げてまいりたいと考えている。

いずれにしても、放課後児童クラブの対象学年の拡大が予定されていることか

ら、その状況も踏まえながら、モデル校を設定し、研究してまいりたい。

教

育

長

放課後児童クラブとの

連携について伺う。

連携のあり方としては、「放課後児童クラブの利用児童が放課後子ども教室の

活動に参加し、終わり次第クラブに戻る」、「放課から、まずは放課後子ども教室

として実施し、教室終了後は引き続き、放課後児童クラブとして運営する」とい

った取組事例が、文部科学省において紹介されている。

教育委員会としては、モデル校での取組みの中で、児童のニーズや地域指導者

等の協力状況等を勘案しながら、放課後児童クラブとのよりよい運営のあり方に

ついても検討してまいりたいと考えている。

部

長

コーディネーターや教

育活動推進員の認定資

格等について、また、

教室拡大にあたり、コ

ーディネーター等の選

考について、伺う。

文部科学省では、放課後子ども教室を担う者として、「コーディネーター」、

「教育活動推進員」、「教育活動サポーター」などを示しているが、その資格につ

いては、特に規定はない。

片浦小学校の放課後子ども教室では、活動プログラムの作成、関係機関との連

絡調整を行うコーディネーターについて、「片浦地域に在住しているなど地域に

明るい」こと、「子供たちとの関わりに意欲がある」ことなどを勘案し、教育委

員会において選考している。

また、予習、復習等学習支援を行う学習アドバイザーについては、「教員免許

を有している方で実際に教育現場での指導経験を有している方」に依頼し、安全

管理を担当する安全管理員については、原則、「地域に明るく、子供たちとの関

わりに意欲がある方」に依頼している。

今後、モデル校で実施していく場合においても、こうした考えを基準として、

地域の方々の意見も伺いながら選考してまいりたい。

教

育

長

放課後子ども教室拡大

に対する、教育長の思

いを伺う。

4 点程の思いがあるが、まず 1 つには、子どもの安心安全の活動の拠点、様々

な学び・体験活動の支援、地域の方々の生涯学習の機会、活動を通じて地域との

つながりを強化し、地域の教育力向上を図る上で子ども教室を展開していきた

い。

部

長

モデル校の設置に対す

る考え方について

これから開設する放課後子ども教室は、既に放課後児童クラブが開設されてい

ることが前提となる。まずは、放課後子ども教室が地域と一体となっていく方法

を検討するが、当然放課後児童クラブとの連携のあり方についてもあわせて、考

えていくこととなる。
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議

員

項

目

答

弁
質 問 要 旨 答 弁 要 旨 

安

藤

孝

雄

図
書
館
、
学
校
図
書
館
の
充
実
と
読
書
活
動
の
推
進
に
つ
い
て

市

長

蔵書数、市民１人当た

りの蔵書数県内比較、

図書購入予算とその推

移、貸出冊数の推移と

県内比較について問

う。 

図書館における蔵書数は、市立図書館が、１８１，４２８冊、かもめ図書館が、

１８２，５５４冊、自動車文庫が２７，６７９冊となっている。

市民１人当たりにすると、県内平均２．６冊に対し小田原市は２．１冊。県内

１９市中１３番目である。

図書購入費は、１,５００万円前後で推移しており、平成２１年度から２５年度
までの５年間、減少が続いていたが、今年度は増額した。

貸出冊数は、平成２１年度から２５年度までの５年間、減少傾向が続いており、

県内他市と比較しても下位に甘んじている。

市

長

図書館における貸出業

務の利便化や開館時間

の弾力的運用、読書へ

の意欲がさらに増すた

めの施策について伺い

たい。

かもめ図書館、市立図書館、タウンセンターや生涯学習施設内の各図書室間を

ネットワークで結び、相互に図書の予約・貸出・返却が行えるようにしているほ

か、自動車文庫として市内４０か所余へ図書の配本も行うとともに、小田原駅や

国府津駅前でも返却ができるようにしている。

これまで、開館時間の延長や開館日の拡大を推し進め、市民の利便性の向上を

図ってきている。また、読み聞かせや読書活動推進講演会、図書館総合歴史講座

のほか、小中学生・高校生向けに本を紹介するリーフレットを配布するなど、市

民の読書活動を推進するための事業を実施してきている。

今後も、図書館が身近な存在になるような事業を行うとともに、費用対効果の

観点にも留意しながら、市民の読書への意欲が増すための施策を展開してまいり

たい。

部

長

行政として図書館整備

についての見解を問

う。

1人当たりの蔵書数、貸出冊数は他都市と比較して誇れる数値ではない。しか
し、図書館の役割は必ずしも貸出業務に限ったことではない。とはいえ、多くの

市民に図書館のサービスを享受していただくことは必要と考えている。

そういった観点からかもめ図書館をオープンし、そこから蔵書数、貸出者数は

伸びていった経緯がある。

その後、開館日を増やし、開館時間を延長し、開館時間を延長する日を増やし、

平成 17 年度からは月曜休館を原則廃止するなど、本市としては県内各市と比較
しても積極的に取り組んできたと自負している。このような取組みが必ずしも貸

出冊数や貸出者数に結びついていないことが課題であるととらえている。

活字離れ・読書離れを食い止め、読書活動を推進することも図書館の重要な役

割と考えている。

今後、小田原駅前の再開発事業における図書館機能の位置付けについて検討し

ていく中で市民ニーズを探りながら図書館の充実を図ってまいりたい。

※ 一般質問（文化部）



№ 評価対象事業
小田原市学校教育振興基本計
画のうち基本目標での位置づ

け
所管課名

1 図書活動推進事業 1　確かな学力の向上 教育指導課

2 学生ボランティア活用事業 2　豊かな心の育成 教育指導課

3 保健教育事業 3　健やかな体の育成 保健給食課

4 学校給食事業 3　健やかな体の育成 保健給食課

5 公立幼稚園教育推進事業
4　幼児教育(就学前教育の推
進）

教育指導課

6 日本語指導・異文化交流事業
5　これからの社会に対応した教
育の推進

教育指導課

7 特別支援教育事業（事務局）
6　様々な教育的ニーズに対応
した教育の推進

教育指導課

8 放課後子ども教室推進事業
7　未来へつながる学校づくりの
推進

教育総務課

9 学校評価充実事業
8　教職員の資質の向上とよりよ
い教育体制の確立

教育指導課

10 教育ネットワーク整備事業 9　教育環境の改善・充実
教育総務課
教育指導課

11 家庭教育学級事業 生涯学習課

12 八幡山古郭・総構整備事業 文化財課

13 図書館学習イベント開催事業 図書館

14 学校体育施設開放事業 スポーツ課

15 指導者養成研修事業 青少年課

平成２６年度　教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価について

資料２



議案第１５号 

特別支援学級で使用する教科用図書の採択について 

 特別支援学級で使用する教科用図書の採択について、議決を求める。 

  平成２６年７月１７日提出 

小田原市教育委員会 

教育長 栢沼 行雄 



















議案第１６号 

小田原市社会教育委員の委嘱について 

 小田原市社会教育委員の委嘱について、議決を求める。 

  平成２６年７月１７日提出 

小田原市教育委員会 

教育長 栢沼 行雄 



任期：平成26年8月1日～平成28年7月31日

選 出 区 分 氏　　名 生 年 職　名　等 新・再

石井
いしい

　政道
まさみち

昭和33年 鴨宮中学校長 再任

山本
やまもと

　俊夫
としお

昭和29年 久野小学校長 再任

有賀
ありが

　かおる 昭和35年 公募 新任

木村
きむら

　秀昭
ひであき

昭和16年 小田原市自治会総連合会長 再任

益田
ますだ

　麻衣子
まいこ

昭和49年 小田原市ＰＴＡ連絡協議会顧問 再任

角田
かくた

　よう 昭和14年 公益財団法人小田原市体育協会
副会長

再任

土田
つちだ

　寛仁
ひろし

昭和16年 小田原市青少年健全育成
連絡協議会会員

再任

佐久間
さくま

　寿美江
すみえ

昭和42年 株式会社研修屋社長 再任

家庭教育の向上に
資する活動を行う者 髙橋

たかはし

　文明
ふみあき

昭和33年 神奈川県小田原児童相談所長 再任

笹井
ささい

　宏益
ひろみ

昭和31年 国立教育政策研究所
生涯学習政策研究部長

新任

中村
なかむら

　香
かおり

昭和43年 玉川大学准教授 再任

深野
ふかの

　彰
あきら

昭和24年 公募 新任

小田原市社会教育委員 候補者名簿

学校教育関係者

学 識 経 験 者

社会教育関係者



議案第１７号 

小田原市社会教育委員会議への諮問について 

 小田原市社会教育委員会議への諮問について、議決を求める。 

  平成２６年７月１７日提出 

小田原市教育委員会 

教育長 栢沼 行雄 



生第  号 

平成 26年 8月  日 

小田原市社会教育委員会議 様

小田原市教育委員会

地域における学びの場のあり方について（諮問）

 社会教育法（昭和 24年 6月 10日法律第 207号）第 17条第 1項第 2号の規定に基づき、
次のとおり諮問します。

１ 諮問事項  地域における学びの場のあり方

２ 諮問理由  本市の学習施設は、利用者のニーズや利用形態に変化が生じているこ

とや、老朽化及び耐震対策の必要性から財政的な負担の増加が見込まれ

ていることから、長年そのあり方の検討が図られてきました。

平成 9 年には、地域センター地域別建設計画において、生涯学習セン
ター分館について地域センターへの機能移行による廃止が計画されまし

たが、平成 19年以降その推進は見送られています。
一方、現在は、連合自治会エリアを想定した地域活動拠点の整備につ

いて新たに検討を進めており、これに伴い、学習施設のあり方について

の見直しが迫られています。

このような状況の中、平成 26年 3月社会教育委員会議答申「小田原市
の社会教育・生涯学習のあり方」において求められた「まちじゅうに広

がる学び」、「小田原の宝を生かす学び」を実現するため、地域における

学びの場がどうあるべきか、意見を求めるものです。

（文化部生涯学習課）



議案第１８号 

小田原市博物館構想策定委員会委員の委嘱について 

小田原市博物館構想策定委員会委員の委嘱について、議決を求める。 

  平成２６年７月１７日提出 

小田原市教育委員会 

教育長 栢沼 行雄 



小田原市博物館構想策定委員会委員候補者名簿 

任期：平成２６年８月１日～２８年７月３１日まで 

区 分 氏 名 生 年 職 業 等 専 門 分 野

学識経験者 相澤
あいざわ

 正彦
まさひこ

昭和２９年 成城大学教授 美術史学(絵画) 

〃 石原
いしはら

 一則
かずのり

昭和２８年 学習院大学非常勤講師 アーカイブズ学 

〃 井上
いのうえ

  弘
ひろし

昭和３０年 熱海市立第一小学校長 歴史学(現代史）

〃 吉良
き ら

 芳
よし

恵
え

昭和２３年 日本女子大学教授 歴史学(近代史）

〃 田尾
た お

 誠
まさ

敏
とし

昭和３９年 東海大学非常勤講師 考古学 

〃 鳥居
と り い

 和郎
か ず お

昭和２７年 神奈川県立歴史博物館学芸員 歴史学(中世史）

〃 中村
なかむら

 ひろ子
ひ ろ こ

昭和１７年 元・神奈川大学大学院特任教授 民俗学 

〃 矢島
や じ ま

 國
くに

雄
お

昭和２３年 明治大学教授 博物館学 

※ 区分毎 五十音順 



議案第１９号 

小田原市塔ノ峰青少年の家条例を廃止する条例について 

 小田原市塔ノ峰青少年の家条例を廃止する条例について、地方教育行政の組織及

び運営に関する法律第２９条に基づき市長から意見を求められたので、市長に対す

る意見の申出について、議決を求める。 

  平成２６年７月１７日提出 

小田原市教育委員会 

教育長 栢沼 行雄 



- 1 - 

小田原市塔ノ峰青少年の家条例を廃止する条例 

小田原市塔ノ峰青少年の家条例（昭和３９年小田原市条例第５８号）は、廃止する。 
附 則 

この条例は、平成２７年４月１日から施行する。 

 

平成２６年 ９ 月 １ 日提出 

 

                        小田原市長 加 藤 憲 一       

 

（理由） 

小田原市塔ノ峰青少年の家の施設の老朽化等に鑑み、当該施設を廃止するため提案するものであ

ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

- 2 - 

小田原市塔ノ峰青少年の家条例を廃止する条例 

［廃止理由］ 

小田原市塔ノ峰青少年の家の施設の老朽化等に鑑み、当該施設を廃止するため廃

止する。 

［廃止年月日］ 

平成２７年 ４ 月 １ 日 

 


